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事務局（局長） 

 

 

 

会 長 

 

事務局（局長） 

 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（専門員兼

農地係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

 

只今から、令和８年第３回大洲市農業委員会定例総会を開会いたしま

す。 

開会にあたりまして、幸野会長にご挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

 

只今から議案審議に移ります。会議規則第３条により幸野会長に議事

進行をお願いいたします。 

 

これより本日の会議を開きます。 

出席委員は農業委員１９名中１８名、推進委員２０名中１９名で定足

数に達していますので、総会が成立していることをご報告いたします。 

本日、１２番 川本由紀美委員、１３番 矢野正祥委員より欠席の報

告を受けています。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。 

まず、日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員に、２９番 大本昭裕委員と３０番 武知由美子委員

を指名いたします。 

次に、日程第２ 書記の指名を行います。 

本日の会議の書記に、事務局の𠮷田書記を指名いたします。 

それでは、日程第３ 議案審議に入ります。 

まず、議案第１４号『農地法第３条の規定による許可申請について』

を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第１４号「農地法第３条の規定による許可申請について」ご説明

いたします。 

議案書１ページ並びに議案説明資料２ページから４ページをあわせて

ご覧ください。 

１番、田処の田１５筆７，９０５．８２㎡、畑２筆３，５２５㎡につ

いて、亡くなった所有者の遺言により譲受人が申請地を取得するもので

す。 

所有権移転後は、果樹を栽培する計画です。 

農業は、譲受人夫婦が年間を通して従事します。 

２番、新谷の田１筆９６７㎡について、譲渡人が県外在住で耕作管理

が困難なため譲受人が申請地を購入し、新たに耕作管理を始めるもので

す。 

所有権移転後は、水稲を栽培する計画です。 

農業は、譲受人夫婦が年間を通して従事します。 

３番、新谷の田１筆１，０１１㎡について、譲受人が経営規模拡大を

図るため申請地を購入するものです。 

所有権移転後は、水稲を栽培する計画です。 

農業は、譲受人家族が年間を通して従事します。 

以上３件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員より報告を受

けたいと思います。 

１番。 
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１７番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

１９番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

２０番 

 

 

 

 

１番案件についてご説明いたします。 

議案説明資料２ページを参考にしてください。 

１番案件は、遺贈による所有権移転です。 

申請地は、柳沢コミュニティセンター田処分館から東へ約６００m～１

㎞のところにある農地です。 

先月１６日に、事務局職員と現地確認を行いました。 

申請地は、雑草が繁茂しており、しばらく耕作されていない状況です

が、今後、譲受人が整備していくとのことです。 

譲受人は県外に在住していますが、年の半分くらいは田処の実家へ帰

省し、農業に従事しており、耕作管理に問題はないと考えます。 

申請人夫婦が年間を通じて農業に従事するとのことです。 

なお、譲受人が所有している農地のうち４４２㎡が非耕作地となって

いますが、この土地につきましては２０年以上前から植林しているとの

ことで非農地証明願が出されており、この後の議案でご審議いただく予

定です。 

調査結果については、議案説明資料に記載のとおりで、農地法第３条

第２項の第１号関係から第６号関係までの規定に該当する事項はありま

せん。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

２番。 

 

２番案件について、ご説明いたします。 

議案説明資料は３ページを参考にしてください。 

２番案件は、売買による所有権移転です。 

申請地は、新谷コミュニティセンターから東へ約４０mのところある農

地です。 

先月１８日に、事務局職員と現地確認を行い、申請地が良好に管理さ

れていることを確認しました。 

今回、申請地を取得するにあたり、譲受人より水稲を栽培する旨の新

規営農計画書が提出されています。 

今後必要な農機具につきましては、購入又は知人に借用するとのこと

です。 

譲受人は、高校卒業まで実家で水稲の手伝いをしていた経験や退職後

は知人の農作業の手伝いを行っており、農業経験はあります。取得後は

水稲栽培を行っている知人の協力を得ながら水稲栽培を行うとのことで

すので、今後の耕作状況を見守っていくこととします。 

調査結果については、議案説明資料に記載のとおりで、農地法第３条

第２項の第１号関係から第６号関係までの規定に該当する事項はありま

せん。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

３番。 

 

３番案件について、ご説明いたします。 

議案説明資料は４ページを参考にしてください。 

３番案件は、売買による所有権移転です。 

申請地は、新谷コミュニティセンターから、南東へ約８００mのところ

にある農地です。 
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議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局（専門員兼

農政係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月１８日に、事務局職員と現地確認を行い、申請地が良好に管理さ

れていることを確認しました。 

譲受人世帯は、現在も水稲、野菜及び栗を栽培しており、今後も引き

続き、家族で年間を通して農業に従事していくとのことですので、耕作

管理に問題はないと考えます。 

調査結果については、議案説明資料に記載のとおりで、農地法第３条

第２項の第１号関係から第６号関係までの規定に該当する事項はありま

せん。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

地元委員から報告がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可することに決定いた

しました。 

次に、議案第１５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請につ

いて』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第１５号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」

ご説明いたします。 

議案書２ページ並びに議案説明資料５ページから１３ページまでをあ

わせてご覧ください。 

１番、野佐来の土地１筆です。 

日常生活及び農作業をするうえで、車庫及び倉庫が必要であるため、

申請地に車庫及び倉庫を建築するため転用するものであります。 

申請地は、議案説明資料６ページの位置見取図において示している箇

所となっており、大洲市中心部から南に約４．２㎞のところに位置し、

付近には公共施設等がなく、一定規模以上の農地の集団性がない生産性

の低い農地であることから第２種農地と判断いたしました。 

一般基準の各審査項目につきましては、議案説明資料５ページをご確

認ください。 

なお、本案件の農地につきましては、今年７月の第７回定例総会で農

用地区域の除外についてご審議いただきました案件であり、農振法第１

２条公告がなされています。また、この後の第１６号議案の４番案件の

一体利用地となっています。 

２番、上須戒の土地１筆です。 

既存墓地のみでは将来的な需要に対応することが困難な状況となって

いるため、既存墓地に隣接する申請地を墓地として転用するものであり

ます。 

申請地は、議案説明資料１１ページの位置見取図において示している

箇所となっており、大洲市内中心部から北西に約５．２㎞のところに位

置し、付近には公共施設等がなく、一定規模以上の農地の集団性がない
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議 長（会長） 

 

 

 

９番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

２３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

生産性の低い農地であることから第２種農地と判断いたしました。 

一般基準の各審査項目につきましては、議案説明資料１０ページをご

確認ください。 

なお、申請地の一部は既に墓地として利用され、違反転用状態となっ

ており、申請人から始末書が提出されています。 

以上２件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員より報告を受

けたいと思います。 

１番。 

 

１番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の５ページから９ページを参考にしてください。 

まず、立地基準である第２号の「代替性要件」につきましては、議案

説明資料記載のとおり問題ないと考えます。 

本件は、昨年の７月に開催されました第７回定例総会の議案第４６号

「農業振興地域整備計画の変更」におきまして、農地転用を前提とした

農用地区域の除外を審議した案件となっています。調査結果は、第７回

定例総会でご説明いたしましたとおり立地基準、一般基準において、ど

ちらもその時の状況と変わっていませんので、調査報告書記載のとおり

問題ないものと思われます。 

また、「周辺農地等への影響」につきましては、申請地は周囲を市道

及び住宅地に囲まれており、各項目につきまして適当と思われることか

ら特に問題ないものと考えます。 

なお、既に当該土地は、車庫及び物置が建築されており、違反転用に

なっていることから始末書の提出を受けています。 

よって本件は、農地法第４条第２項の各号には該当しないため許可相

当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

２番。 

 

２番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の１０ページから１３ページを参考にしてください。 

まず、立地基準である第２号の「代替性要件」につきましては、議案

説明資料記載のとおり問題ないと考えます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」につきましては、先

ほど事務局から説明がありましたように、既に申請地の一部が墓地とし

て利用をされており、違反転用の状況にあることから、申請人も始末書

を提出し、大変反省をされています。 

第４号の「周辺農地等への影響」につきましては、申請地周辺は、自

己所有地や山林で囲まれており、今後においても現状と変更がないこと

から問題はないと考えます。 

よって本件は、農地法第４条第２項の各号には該当しないため許可相

当として追認許可はやむを得ないものであると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

地元委員から報告がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

墓地というのは、農地への影響はないのでしょうか。特別な許可は必
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事務局（専門員兼

農政係長） 

 

議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要ありませんか。 

 

墓地埋葬法上の許可は、別途すでに受けており、この転用の許可を受

ければ墓地建設ができるようになります。 

 

わかりました。そのほか何かないでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可相当として

送付することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可相当として送付する

ことに決定いたしました。 

次に、議案第１６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請につ

いて』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第１６号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

ご説明申し上げます。 

議案書３ページ並びに議案説明資料１４ページから３０ページまでを

あわせてご覧ください。 

１番、阿蔵の土地１５５㎡の案件は、譲受人世帯は現在親と同居して

いるが、子供も成長し手狭になってきたため、申請地を譲り受けて自己

住宅を建築しようとするものです。 

農地区分は大洲市中心部から西北西に約１．７㎞のところに位置し、

３００m以内にＪＲ西大洲駅が存する区域内にある農地であることから

第３種農地と判断しています。 

したがいまして、立地基準には適合しており一般基準についてご審議

をお願いいたします。 

２番、柚木の土地２筆合計２８８㎡の案件は、譲受人は建売住宅の分

譲を計画しており、申請地は住宅の需要が見込まれるため、売買により

取得し建売住宅を建築しようとするものです。 

農地区分は、大洲市中心部から南東に約８４０mのところに位置し、都

市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域（第一種住居地域）内

にある農地であることから第３種農地と判断しています。 

したがいまして、立地基準には適合しており、一般基準についてご審

議をお願いいたします。 

３番、中村の土地２１３㎡の案件は、譲受人世帯は、現在借家で居住

しているが、子供の成長に伴い手狭になってきたため、申請地を取得し

て、自己住宅を建築しようとするものです。 

農地区分は大洲市中心部から北に約１．４㎞のところに位置し、都市

計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域（第一種住居地域）内に

ある農地であることから第３種農地と判断しています。 

したがいまして、立地基準には適合しており、一般基準についてご審

議をお願いいたします。 

４番、野佐来の土地４．９６㎡の案件は、譲受人の居宅には車庫がな
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議 長（会長） 

 

 

 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

２番 

 

 

いため申請地を取得して車庫を建築しようとするものです。 

農地区分は、大洲市中心部から南に約４．２㎞のところに位置し、農

地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、生産性の低い農

地であることから第２種農地と判断しています。 

したがいまして、立地基準の代替性と一般基準について、ご審議をお

願いいたします。 

なお、申請地は既に工事が完了している違反転用の状態です。これに

ついて譲渡人、譲受人双方から始末書が提出され、反省していますので、

追認していただきますようお願いいたします。 

以上４件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員より報告を受

けたいと思います。 

１番。 

 

１番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の１４ページから１７ページを参考にしてください。 

申請地は１５ページの位置図のとおり、ＪＲ西大洲駅から北へ約２０

０mに位置する農地になります。 

まず立地基準については、事務局説明のとおり第３種農地であり、特

に問題ないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

しだい借入金にて着工したいとのことであり問題ないものと思われま

す。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、１６ページの地番地

目図のとおり、申請地の隣接に農地がありますが、隣接農地所有者の同

意を得ているとのことであり、特に問題ないものと思われます。 

続いて、２番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の１８ページから２１ページを参考にしてください。 

申請地は、１９ページの位置図のとおり松山自動車道大洲肱南インタ

ーチェンジ松山方面登り口から、南西へ約３２０mに位置する農地になり

ます。 

まず、立地基準については、事務局説明のとおり第３種農地であり、

特に問題ないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

しだい自己資金にて着工したいとのことであり問題ないものと思われま

す。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、２０ページの地番地

目図のとおり、隣接に農地はありませんので、特に問題ないものと思わ

れます。 

以上２件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため許可相当

であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

３番。 

 

３番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の２２ページから２５ページを参考にしてください。 

申請地は、２３ページの位置図のとおりＪＲ伊予大洲から西南西へ約
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議 長（会長） 

 

９番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

事務局（専門員兼

農政係長） 

 

１３０mに位置する農地になります。 

まず、立地基準については、事務局説明のとおり第３種農地であり、

特に問題ないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

しだい借入金にて着工したいとのことであり問題ないものと思われま

す。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、２４ページの地番地

目図のとおり、申請地の隣接に農地がありますが、隣接農地所有者の同

意を得ているとのことであり特に問題ないものと思われます。 

よって本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため許可相

当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

４番。 

 

４番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の２６ページから３０ページを参考にしてください。 

申請地は、２７ページの位置図のとおり南久米コミュニティセンター

から南南西へ約２．６㎞に位置する農地になります。 

まず、立地基準については報告書記載のとおりであり、特に問題ない

ものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、申請地は既

に工事が完了している、違反転用の状態です。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、２９ページの地番地

目図のとおり申請地の隣接に農地がありますが、隣接農地所有者の同意

を得ているとのことであり特に問題ないものと思われます。 

よって本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、また、

既に工事が完了している違反転用に関しましては、譲渡人、譲受人双方

より始末書が提出され、反省しているようですので、追認許可はやむを

得ないものと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

地元委員から報告がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特に質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可相当として送

付することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可相当として送付する

ことに決定いたしました。 

次に、議案第１７号『非農地証明について』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第１７号「非農地証明について」ご説明いたします。 

議案書４ページ並びに議案説明資料３１ページから３６ページまでを

あわせてご覧ください。 
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議 長（会長） 

 

 

 

１３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

１７番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１番、菅田町大竹字虚邊の土地４筆計１９１㎡の案件は、農地法が施

行される昭和２７年１０月２１日より前から非農地であったということ

で、申請があったものでございます。 

申し出によりますと、申請地は、昭和１８年頃の肱川の洪水により、

土砂が流れ込み耕作ができなくなり、それ以降農地として管理されるこ

となく、現在は雑種地となっているとのことでございます。 

２番、田処の土地１筆４４２㎡の案件は、転用（植林に限る：２０年

以上経過）し、復旧が著しく困難ということで、申請があったものでご

ざいます。 

申し出によりますと、申請地は、傾斜地で農作業の効率が悪いことか

ら、平成の初め頃に植林して山林化しており、農地への復旧が著しく困

難な状態となったとのことでございます。 

なお、この申請地は、昨年の１２月２５日に１２条公告がなされ、農

用地区域から除外された農地となります。 

以上２件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員より報告を受

けたいと思います。 

１番。 

 

本日、矢野委員が欠席につき調査報告書を預かっていますので代読い

たします。 

１番案件について、調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の３１ページから３３ページを参考にしてください。申

請地は、菅田町大竹にある父橋から東南東に約１㎞のところに位置する

農地になります。 

２月２０日に事務局担当者と現地確認を行いました。 

申請者の申立てのほか、地元に長年住んでいた自分の親たちから聞い

ていた話から、申請地は昭和１８年の肱川の洪水により土砂が流れ込ん

で耕作ができなくなり、それ以降、農地として管理されることなく現在

に至っているようであります。 

よって本件は、非農地と判断して差し支えないと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

２番。 

 

２番の案件について、調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の３４ページから３６ページを参考にしてください。 

申請地は、柳沢コミュニティセンター田処分館から北に約６２０mのと

ころに位置する農地になります。 

２月１６日に事務局担当者と現地確認を行いました。 

申請者の申立て、現地調査による樹木の生育状況などから、少なくと

も植林から２０年以上経過しているものと推察することができ、農地へ

の復旧には開墾と同程度の労力が必要であると考えられることから復旧

は著しく困難と思われます。 

よって本件は、非農地と判断して差し支えないと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局（専門員兼

農政係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

 

２２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元委員から報告がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可相当として

送付することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、この証明願いに係る土地については、非農地

と判断し、証明書を交付することに決定いたしました。 

次に、議案第１８号『納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている

旨の証明について』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第１８号「納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証

明について」ご説明いたします。 

租税特別措置法第７０条の４第１項又は第７０条の６第１項の規定に

基づき、贈与税又は相続税の納税猶予の適用の特例を受けている者が、

その特例の適用を継続して受けるために３年ごとに税務署に相続税の納

税猶予の継続届出書を提出する必要があり、その添付書類として農業を

引き続き行っている旨の農業委員会の証明書を提出する必要がありま

す。 

この議案は、申請者が引き続き農業経営を行っていることを証明する

ことについてご審議いただくものです。 

１番、手成の申請人です。 

申請農地は、手成にあります８筆及び戒川にあります１筆の計９筆で

合計１７，７５９㎡になります。納税猶予の種類は贈与税となっており、

贈与日は平成７年３月３１日となっています。 

対象の農地につきましては、農地の筆の一部に植林がされていたもの

の、農地は耕作管理されていました。 

以上１件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員より報告を受

けたいと思います。 

１番。 

 

１番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の３７ページを参考にしてください。 

申請地は３７ページの位置見取図のとおり白滝コミュニティセンター

から約４００mから６４０m以内に点在する農地９筆になります。 

申請人は、稲作及び栗を主体とした農業をしています。 

２月２０日に事務局担当者と現地確認を行い、９筆のうち手成の田４

筆で稲作を、畑２筆で栗を栽培しており、また、戒川の田１筆について

は保全管理されているのを確認しています。 

しかし、手成の田２筆については、一部に杉が植林されていました。 

しかし、ほとんどの農地を利用し、農業経営を行っていることから、

この証明書の交付については問題ないと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（専門員兼

農地係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今、地元委員より報告がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、この証明願の土地については引き続

き農業経営を行っている旨の証明書を交付することにご異議ありません

か。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、この証明願の土地については引き続き農業経

営を行っている旨の証明書を交付することに決定いたしました。 

次に、議案第１９号『農用地利用集積等促進計画案への意見聴取につ

いて』を議題といたします。 

本件につきましては、○○○○委員に関する事項が含まれていますの

で、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により○○○○委員の退

席を求めます。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第１９号「農用地利用集積等促進計画案への意見聴取について」

ご説明いたします。 

議案書６ページから２０ページをご覧ください。 

本案件につきましては、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９

条第３項の規定により、大洲市長より農業委員会に対して、農用地利用

集積等促進計画案に対する意見を求められたため農業委員会の意見を決

定するものです。 

貸し手、借り手、土地の所在その他、各計画内容につきましては、記

載のとおりです。 

今回の概要は、利用権設定のうち賃貸借の件・筆数が３８件６６筆、

利用権設定９８，８１６㎡、使用貸借の件・筆数が４件６筆、利用権設

定６，４３４㎡で、議案書１９ページに記載のとおり利用権設定の件・

筆数が４２件７２筆、利用権設定の総面積は１０５，２５０㎡です。 

続きまして、所有権移転の案件です。 

議案書は２０ページをご覧ください。 

１番、２番は同一案件です。東大洲の田について効率的な農業経営を

行うため、えひめ農林漁業振興機構が仲介し売買により農地を取得する

ものです。 

面積は９５０㎡です。利用目的は水稲です。 

３番、４番は同一案件です。東大洲の田について効率的な農業経営を

行うため、えひめ農林漁業振興機構が仲介し売買により農地を取得する

ものです。 

面積は４５７㎡です。利用目的は水稲です。 

以上、所有権移転の件・筆数はえひめ農林漁業振興機構が仲介してい

るため４件４筆、総面積は２，８１４㎡です。 

問題なければ意見について特になしと回答することとしたいと考えて

います。 

議題についての説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいた

します。 
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議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

 

事務局（専門員兼

農政係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林振興課（課長

補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今、事務局より説明がありましたが、何かご意見等はありませんか。 

 

（意見なし） 

 

特にご意見もないようですので、本案を原案のとおり意見なしとして

決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は原案のとおり意見なしとして市長へ答

申することに決定にいたしました。 

それでは、○○○○委員の入場を許可します。 

次に、議案第２０号『地域計画の変更に係る意見聴取について』を議

題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第２０号「地域計画の変更に係る意見聴取について」ご説明いた

します。 

議案書２１ページ及び別冊の大洲市地域計画変更案並びに議案説明資

料の３８ページをあわせてご覧ください。 

昨年３月に策定された大洲市地域計画について、対象農地を追加する

など変更する必要が生じており、その変更を行うためには、農業経営基

盤強化促進法第１９条第６項の規定に基づき、農業委員会の意見を聞く

ことを求められています。 

変更の内容につきましては、農林振興課から説明していただきます。 

 

今回は令和７年３月３１日に地域計画が策定されてから初めての変更

となります。 

計画の変更にあたり事前に２月１７日から市公式ホームページにて協

議の場を開催し、２月２４日までの８日間意見聴取の期間を設けました

が、意見等はございませんでした。 

地域計画への編入についてですが、主な理由といたしまして中山間地

域等直接払制度への追加があります。同制度の対象とする農地が農振農

用地であることと同時に地域計画に位置付けられていることが条件とな

るため、今年度に各集落協定で新たに対象となった農地を追加するもの

です。 

地域計画からの除外ついてですが、地域計画内で農地以外に転用する

場合は事前に計画から除外する必要があります。１番目の新谷乙の農地

９８９㎡は駐車場、資材置き場へ転用するため除外しようとするもので

す。２番目の肱川町大谷の農地４㎡は携帯電話基地局の設置するため除

外しようとするものです。 

地域内の農業を担う者に追加する農業者ですが、これは将来の農地を

支える担う者として地域計画へ追加し位置付けるものです。今回は各地

区で合計１７名の方を追加しようとするものです。別冊の資料の中で赤

色で記載しています。 

地域内の農業を担う者の名称変更について、前回地域計画に位置付け

ていました楽天農業株式会社が令和７年４月に株式会社Ｒｅｖｅｇｅに

商号を変更したことにより地域計画での名称を変更しようとするもので
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議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

す。 

今回の編入により目標地図も変更となり、変更のあった地図を添付し

ています。目標地図では中山間地域等直接支払制度に係る編入と地域内

の農業を担う者が耕作する農地などを追加していますが、同制度から除

外した農地はそのまま載せています。これは同制度と地域計画の目的が

それぞれ異なることが理由です。同制度は農業生産条件の不利な中山間

地域において農地を維持管理するための取り決めを行い、それに基づき

農業活動を行う場合に面積に応じて一定額の交付金を交付する制度で

す。地域計画は地域の農業を将来に継続していくため農地を利用しやす

いよう次世代に引き継ぐことが目的ですので、地域計画の策定を通して

地域の課題が見える化し、担い手の農地や基盤整備が必要な農地など地

域の実情を浮き彫りにすることで１０年後を見据えた地域農業の対策を

考える、必要な取組を行うことが目的ですので、今回の目標地図には引

き続き記載しています。 

説明は以上です。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、何かご意見ご質疑等はありま

せんか。 

 

（意見なし） 

 

特に、ご意見ご質疑等もないようですので、本案を原案のとおり意見

なしとして決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は原案のとおり意見なしとして市長へ答

申することに決定いたしました。 

以上で、本日の定例総会に提案しました議案のすべての審議が終了い

たしましたので議事を閉じることにいたします。 

 


